
- 219 -

（
３
）
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
令
第
百
七
十
四
条
の
二
十
六
の
読
替

※
凡
例

【
網
掛
部
分
】
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
案
に
よ
る
第
百
七
十
四
条
の
二
十
六
の
改
正
部
分

【
波
線
部
分
】
「
指
定
都
市
」
を
「
中
核
市
」
に
、
「
指
定
都
市
の
市
長
」
を
「
中
核
市
の
市
長
」
に
読
替

【
傍
線
部
分
】
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
替
【
今
回
改
正
部
分
】

【
破
線
部
分
】
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
替
【
従
前
か
ら
の
規
定
部
分
】
（
※
参
考
）

○

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四

十
九
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
替
後

十
九
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
替
前

十
九
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
替
後

十
九
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
替
前

（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
）

（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
）

（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
）

（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
）

（
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
）

（
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
）

（
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
）

（
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
）

第
百
七
十
四
条
の
二
十
六

【
準
用
し
な

第
百
七
十
四
条
の
二
十
六

地
方
自
治
法

第
百
七
十
四
条
の
二
十
六

【
準
用
し
な

第
百
七
十
四
条
の
二
十
六

地
方
自
治
法

い
】

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
規

い
】

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
処
理
す
る
児

定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
処
理
す
る
児

童
福
祉
に
関
す
る
事
務
は
、
児
童
福
祉

童
福
祉
に
関
す
る
事
務
は
、
児
童
福
祉

法
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二

法
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
、
少
年
法

十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
、
少
年
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号

）
並
び
に
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す

）
並
び
に
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
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る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二

る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二

号
）
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
処

号
）
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
児

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
児

童
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及

童
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
相

び
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
相

互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
条
第
二
項
の

互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
助
言
、
同
法
第
十
八
条
の

規
定
に
よ
る
助
言
、
同
法
第
十
八
条
の

八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験

八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験

、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士

、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士

試
験
委
員
の
設
置
、
同
法
第
十
八
条
の

試
験
委
員
の
設
置
、
同
法
第
十
八
条
の

九
、
第
十
八
条
の
十
（
同
法
第
十
八
条

九
、
第
十
八
条
の
十
（
同
法
第
十
八
条

の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
の
十
三

合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
の
十
三

か
ら
第
十
八
条
の
十
七
ま
で
並
び
に
同

か
ら
第
十
八
条
の
十
七
ま
で
並
び
に
同

令
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
か
ら

令
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
か
ら

第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定

第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定

に
よ
る
指
定
試
験
機
関
（
同
法
第
十
八

に
よ
る
指
定
試
験
機
関
（
同
法
第
十
八

条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験

条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験

機
関
を
い
う
。
第
百
七
十
四
条
の
四
十

機
関
を
い
う
。
第
百
七
十
四
条
の
四
十

九
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
指
定
等

九
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
指
定
等

、
同
法
第
十
八
条
の
十
八
か
ら
第
十
八

、
同
法
第
十
八
条
の
十
八
か
ら
第
十
八

条
の
二
十
ま
で
及
び
同
令
第
十
六
条
か

条
の
二
十
ま
で
及
び
同
令
第
十
六
条
か

ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
保
育

ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
保
育
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士
（
同
法
第
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る

士
（
同
法
第
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る

保
育
士
を
い
う
。
第
百
七
十
四
条
の
四

保
育
士
を
い
う
。
第
百
七
十
四
条
の
四

十
九
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
登
録

十
九
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
登
録

等
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
の
規

等
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
の
規

定
に
よ
る
協
力
そ
の
他
市
町
村
に
対
す

定
に
よ
る
協
力
そ
の
他
市
町
村
に
対
す

る
必
要
な
援
助
、
同
法
第
二
十
一
条
の

る
必
要
な
援
助
、
同
法
第
二
十
一
条
の

五
の
二
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
四
条

五
の
二
十
第
一
項
（
同
法
第
二
十
四
条

の
十
四
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

の
十
四
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県

知
事
に
よ
る
連
絡
調
整
又
は
援
助
、
同

知
事
に
よ
る
連
絡
調
整
又
は
援
助
、
同

法
第
二
章
第
二
節
第
三
款
（
同
法
第
二

法
第
二
章
第
二
節
第
三
款
（
同
法
第
二

十
四
条
の
十
九
の
二
に
お
い
て
準
用
す

十
四
条
の
十
九
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
節
第
三

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
節
第
三

款
の
規
定
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整

款
の
規
定
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整

備
等
に
係
る
質
問
等
、
指
定
都
市
が
行

備
等
に
係
る
質
問
等
、
指
定
都
市
が
行

う
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規

う
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
等
（
第

定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
等
（
第

八
項
に
お
い
て
「
障
害
児
通
所
支
援
事

八
項
に
お
い
て
「
障
害
児
通
所
支
援
事

業
等
」
と
い
う
。
）
、
同
法
第
六
条
の

業
等
」
と
い
う
。
）
、
同
法
第
六
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活

三
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活

援
助
事
業
（
第
八
項
に
お
い
て
「
児
童

援
助
事
業
（
第
八
項
に
お
い
て
「
児
童

自
立
生
活
援
助
事
業
」
と
い
う
。
）
又

自
立
生
活
援
助
事
業
」
と
い
う
。
）
又

は
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
小
規
模
住

は
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
小
規
模
住
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居
型
児
童
養
育
事
業
（
第
八
項
に
お
い

居
型
児
童
養
育
事
業
（
第
八
項
に
お
い

て
「
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
」

て
「
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
」

と
い
う
。
）
に
係
る
同
法
第
三
十
四
条

と
い
う
。
）
に
係
る
同
法
第
三
十
四
条

の
五
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
同
法

の
五
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
同
法

第
三
十
四
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
制
限

第
三
十
四
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
制
限

又
は
停
止
の
命
令
、
指
定
都
市
が
行
う

又
は
停
止
の
命
令
、
指
定
都
市
が
行
う

同
法
第
六
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る

同
法
第
六
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る

一
時
預
か
り
事
業
（
第
八
項
に
お
い
て

一
時
預
か
り
事
業
（
第
八
項
に
お
い
て

「
一
時
預
か
り
事
業
」
と
い
う
。
）
に

「
一
時
預
か
り
事
業
」
と
い
う
。
）
に

係
る
同
法
第
三
十
四
条
の
十
四
の
規
定

係
る
同
法
第
三
十
四
条
の
十
四
の
規
定

に
よ
る
質
問
等
、
指
定
都
市
が
行
う
同

に
よ
る
質
問
等
、
指
定
都
市
が
行
う
同

法
第
六
条
の
三
第
十
三
項
に
規
定
す
る

法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
家

病
児
保
育
事
業
（
第
八
項
に
お
い
て
「

庭
的
保
育
事
業
（
第
八
項
に
お
い
て
「

病
児
保
育
事
業
」
と
い
う
。
）
に
係
る

家
庭
的
保
育
事
業
」
と
い
う
。
）
に
係

同
法
第
三
十
四
条
の
十
八
の
二
の
規
定

る
同
法
第
三
十
四
条
の
十
七
の
規
定
に

に
よ
る
質
問
等
、
指
定
都
市
が
設
置
す

よ
る
質
問
等
、
指
定
都
市
が
設
置
す
る

る
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児

同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童

童
福
祉
施
設
（
第
八
項
に
お
い
て
「
児

福
祉
施
設
（
第
八
項
に
お
い
て
「
児
童

童
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同

福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
法

法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
等

第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及

及
び
同
令
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る

び
同
令
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
検

検
査
、
同
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ

査
、
同
法
第
五
十
六
条
の
五
の
五
第
一

る
同
法
第
五
十
一
条
第
五
号
の
費
用
の

項
に
規
定
す
る
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
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負
担
、
同
法
第
五
十
六
条
の
四
の
二
第

決
、
同
法
第
五
十
六
条
の
七
の
規
定
に

四
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
市
町

よ
る
支
援
、
同
法
第
五
十
七
条
の
二
第

村
整
備
計
画
の
写
し
の
受
理
、
同
法
第

一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
給
付
費

五
十
六
条
の
四
の
三
第
一
項
の
規
定
に

等
の
支
給
に
係
る
同
法
第
五
十
七
条
の

よ
る
市
町
村
整
備
計
画
の
提
出
の
経
由

三
の
三
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
並
び
に

、
同
法
第
五
十
六
条
の
五
の
五
第
一
項

同
法
第
五
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定

に
規
定
す
る
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決

に
よ
る
勧
告
等
に
関
す
る
事
務
を
除
く

、
同
法
第
五
十
六
条
の
七
第
三
項
の
規

。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は

定
に
よ
る
支
援
、
同
法
第
五
十
七
条
の

、
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て

二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
給

特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
児

付
費
等
の
支
給
に
係
る
同
法
第
五
十
七

童
福
祉
法
及
び
同
令
、
少
年
法
並
び
に

条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
並

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
中

び
に
同
法
第
五
十
九
条
の
四
第
三
項
の

都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
（
前
段
括
弧

規
定
に
よ
る
勧
告
等
に
関
す
る
事
務
を

内
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く

除
く
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

。
）
は
、
指
定
都
市
に
関
す
る
規
定
と

て
は
、
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お

し
て
指
定
都
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と

い
て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き

す
る
。

、
児
童
福
祉
法
及
び
同
令
、
少
年
法
並

び
に
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法

律
中
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
（
前
段

括
弧
内
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を

除
く
。
）
は
、
指
定
都
市
に
関
す
る
規

定
と
し
て
指
定
都
市
に
適
用
が
あ
る
も
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の
と
す
る
。

２

中
核
市
の
市
長
は
、
第
百
七
十
四
条

２

指
定
都
市
の
市
長
は
、
前
項
の
規
定

２

中
核
市
の
市
長
は
、
第
百
七
十
四
条

２

指
定
都
市
の
市
長
は
、
前
項
の
規
定

の
四
十
九
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

に
よ
り
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
三

の
四
十
九
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

に
よ
り
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
三

児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
を
管
理
し

児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
を
管
理
し

の
規
定
に
よ
る
事
務
を
管
理
し
及
び
執

及
び
執
行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同

の
規
定
に
よ
る
事
務
を
管
理
し
及
び
執

及
び
執
行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同

行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
三

条
第
三
項
の
意
見
の
聴
取
に
関
し
、
社

行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
三

条
第
三
項
の
意
見
の
聴
取
に
関
し
、
社

項
の
意
見
の
聴
取
に
関
し
、
社
会
保
険

会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和

項
の
意
見
の
聴
取
に
関
し
、
社
会
保
険

会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和

診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三

二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
よ

診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三

二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
よ

年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
社
会

る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
と
契

年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
社
会

る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
と
契

保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
と
契
約
を
締

約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
と
契
約
を
締

約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

結
す
る
も
の
と
す
る
。

結
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定

３

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
指
定

項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
中
核
市
は
、

都
市
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
中
核
市
は
、

都
市
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五

権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
調
査
審

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五

権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
調
査
審

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ

議
す
る
た
め
、
児
童
福
祉
法
第
八
条
第

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ

議
す
る
た
め
、
児
童
福
祉
法
第
八
条
第

ら
れ
た
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、

三
項
の
規
定
に
よ
り
児
童
福
祉
に
関
す

ら
れ
た
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、

三
項
の
規
定
に
よ
り
児
童
福
祉
に
関
す

児
童
福
祉
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に

る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
を

児
童
福
祉
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に

る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
を

よ
り
児
童
福
祉
に
関
す
る
審
議
会
そ
の

置
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
社
会
福

よ
り
児
童
福
祉
に
関
す
る
審
議
会
そ
の

置
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
社
会
福

他
の
合
議
制
の
機
関
を
置
く
も
の
と
す

祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五

他
の
合
議
制
の
機
関
を
置
く
も
の
と
す

祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五

る
。
た
だ
し
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二

号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

る
。
た
だ
し
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二

号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
二
条

同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方

十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
二
条

同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
七
条
第

社
会
福
祉
審
議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
七
条
第

社
会
福
祉
審
議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お

一
項
に
規
定
す
る
地
方
社
会
福
祉
審
議

い
て
「
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
」
と
い

一
項
に
規
定
す
る
地
方
社
会
福
祉
審
議

い
て
「
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
」
と
い
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会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
社

う
。
）
に
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
項
を

会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
社

う
。
）
に
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
項
を

会
福
祉
審
議
会
」
と
い
う
。
）
に
児
童

調
査
審
議
さ
せ
る
指
定
都
市
に
あ
つ
て

会
福
祉
審
議
会
」
と
い
う
。
）
に
児
童

調
査
審
議
さ
せ
る
指
定
都
市
に
あ
つ
て

福
祉
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

福
祉
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り

る
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

で
な
い
。

４

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項

４

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項

項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
審
議

項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
審
議

に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
に
規
定
す
る

会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
は
、
同
項

に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
に
規
定
す
る

会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
は
、
同
項

児
童
福
祉
に
関
す
る
審
議
会
そ
の
他
の

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
児
童
、
妊
産

児
童
福
祉
に
関
す
る
審
議
会
そ
の
他
の

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
児
童
、
妊
産

合
議
制
の
機
関
は
、
同
項
に
定
め
る
も

婦
及
び
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る

合
議
制
の
機
関
は
、
同
項
に
定
め
る
も

婦
及
び
知
的
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る

の
の
ほ
か
、
児
童
、
妊
産
婦
及
び
知
的

事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
の
ほ
か
、
児
童
、
妊
産
婦
及
び
知
的

事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
が
で
き
る

障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
調
査

。

障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
調
査

。

審
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

審
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一

５

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三

５

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一

５

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三

項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
三
項

項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
審

項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
三
項

項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
審

に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
項
に
規
定
す

議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
及
び
同

に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
項
に
規
定
す

議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
及
び
同

る
児
童
福
祉
に
関
す
る
審
議
会
そ
の
他

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
定
都
市
に

る
児
童
福
祉
に
関
す
る
審
議
会
そ
の
他

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
定
都
市
に

の
合
議
制
の
機
関
及
び
同
項
た
だ
し
書

置
か
れ
る
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
は
、

の
合
議
制
の
機
関
及
び
同
項
た
だ
し
書

置
か
れ
る
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
は
、

に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
置
か
れ
る
地

児
童
福
祉
法
第
八
条
第
七
項
、
第
二
十

に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
置
か
れ
る
地

児
童
福
祉
法
第
八
条
第
七
項
、
第
二
十

方
社
会
福
祉
審
議
会
は
、
児
童
福
祉
法

七
条
第
六
項
、
第
三
十
三
条
第
五
項
、

方
社
会
福
祉
審
議
会
は
、
児
童
福
祉
法

七
条
第
六
項
、
第
三
十
三
条
第
五
項
、

第
八
条
第
七
項
、
第
三
十
五
条
第
六
項

第
三
十
三
条
の
十
五
第
三
項
、
第
三
十

第
八
条
第
七
項
、
第
四
十
六
条
第
四
項

第
三
十
三
条
の
十
五
第
三
項
、
第
四
十

、
第
四
十
六
条
第
四
項
及
び
第
五
十
九

五
条
第
六
項
、
第
四
十
六
条
第
四
項
及

及
び
第
五
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

六
条
第
四
項
及
び
第
五
十
九
条
第
五
項

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
有
す

び
第
五
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
【
後

の
規
定
に
よ
る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
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る
も
の
と
す
る
。
【
後
段
準
用
し
な
い

権
限
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

段
準
用
し
な
い
】

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三

】

合
に
お
い
て
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る

項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
審

児
童
福
祉
に
関
す
る
審
議
会
そ
の
他
の

議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
及
び
同

合
議
制
の
機
関
及
び
同
項
た
だ
し
書
に

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
定
都
市
に

規
定
す
る
指
定
都
市
に
置
か
れ
る
地
方

置
か
れ
る
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
を
都

社
会
福
祉
審
議
会
を
都
道
府
県
児
童
福

道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
と
み
な
し
て

祉
審
議
会
と
み
な
し
て
、
同
法
第
三
十

、
同
法
第
三
十
三
条
の
十
二
第
一
項
及

三
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

び
第
三
項
、
第
三
十
三
条
の
十
三
並
び

三
十
三
条
の
十
三
並
び
に
第
三
十
三
条

に
第
三
十
三
条
の
十
五
第
一
項
、
第
二

の
十
五
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項

項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

の
規
定
を
適
用
す
る
。

６

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一

６

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
児
童

６

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一

６

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
児
童

項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
児
童
福
祉
法

福
祉
法
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、

項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
児
童
福
祉
法

福
祉
法
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、

第
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
（
同

第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五

第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
五
十
五
条
の

第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に

法
第
五
十
一
条
第
五
号
に
係
る
部
分
を

十
五
条
（
同
法
第
五
十
一
条
第
五
号
に

規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

第
五
十
五
条
の
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用

除
く
。
）
及
び
第
五
十
六
条
の
八
第
六

係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第
五
十

し
な
い
。

項
の
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

六
条
の
八
第
六
項
の
規
定
は
、
こ
れ
を

適
用
し
な
い
。

７

【
準
用
し
な
い
】

７

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
児
童

７

【
準
用
し
な
い
】

７

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
児
童

福
祉
法
第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
条
第

福
祉
法
第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
条
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
（
市
町
村

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
（
市
町
村

職
員
の
研
修
を
除
く
。
）
及
び
同
項
第

職
員
の
研
修
を
除
く
。
）
及
び
同
項
第

二
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
一
項

二
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
一
項
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第
二
号
ロ
」
と
、
同
法
第
十
三
条
第
四

第
二
号
ロ
」
と
、
同
法
第
十
三
条
第
四

項
中
「
職
務
を
行
い
、
担
当
区
域
内
の

項
中
「
職
務
を
行
い
、
担
当
区
域
内
の

市
町
村
長
に
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で

市
町
村
長
に
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
職
務
を
行
う

き
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
職
務
を
行
う

。
」
と
、
同
法
第
十
八
条
第
二
項
中
「

。
」
と
、
同
法
第
十
八
条
第
二
項
中
「

児
童
相
談
所
長
又
は
市
町
村
長
」
と
あ

児
童
相
談
所
長
又
は
市
町
村
長
」
と
あ

る
の
は
「
児
童
相
談
所
長
」
と
、
同
法

る
の
は
「
児
童
相
談
所
長
」
と
、
同
法

第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「

第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「

都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内

都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内

」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
区
域
以

」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
区
域
以

外
の
区
域
」
と
、
同
法
第
三
十
条
第
一

外
の
区
域
」
と
、
同
法
第
三
十
条
第
一

項
及
び
第
二
項
中
「
市
町
村
長
を
経
て

項
及
び
第
二
項
中
「
市
町
村
長
を
経
て

、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指

、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指

定
都
市
の
市
長
」
と
、
同
法
第
三
十
四

定
都
市
の
市
長
」
と
、
同
法
第
三
十
四

条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び

条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び

第
三
十
四
条
の
四
中
「
及
び
都
道
府
県

第
三
十
四
条
の
四
中
「
及
び
都
道
府
県

」
と
あ
る
の
は
「
、
都
道
府
県
及
び
指

」
と
あ
る
の
は
「
、
都
道
府
県
及
び
指

定
都
市
」
と
、
同
法
第
三
十
四
条
の
五

定
都
市
」
と
、
同
法
第
三
十
四
条
の
五

第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
六
中
「
行

第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
六
中
「
小

う
者
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
者
（
都
道

規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者

府
県
を
除
く
。
）
」
と
、
同
法
第
三
十

」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
住
居
型
児
童

四
条
の
十
八
中
「
及
び
都
道
府
県
」
と

養
育
事
業
を
行
う
者
（
都
道
府
県
を
除

あ
る
の
は
「
、
都
道
府
県
及
び
指
定
都

く
。
）
」
と
、
同
法
第
三
十
五
条
第
三
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市
」
と
、
同
法
第
三
十
五
条
第
三
項
中

項
及
び
第
六
項
中
「
市
町
村
」
と
あ
る

「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市

の
は
「
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
」
と

以
外
の
市
町
村
」
と
、
同
条
第
八
項
中

、
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三

「
第
六
十
二
条
第
二
項
第
一
号
」
と
あ

項
ま
で
並
び
に
第
四
十
六
条
第
一
項
、

る
の
は
「
第
六
十
一
条
第
二
項
第
一
号

第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
児
童
福
祉
施

」
と
、
「
第
六
十
二
条
第
一
項
」
と
あ

設
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
施
設
（

る
の
は
「
第
六
十
一
条
第
一
項
」
と
、

都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。

「
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事

）
」
と
、
同
法
第
五
十
一
条
第
三
号
中

業
支
援
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村

「
費
用
（
都
道
府
県
の
設
置
す
る
助
産

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
」
と

施
設
又
は
母
子
生
活
支
援
施
設
に
係
る

、
同
条
第
十
一
項
中
「
市
町
村
」
と
あ

も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
費

る
の
は
「
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
」

用
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
市
町
村
」

と
、
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
か
ら
第

と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
及
び
市
町
村

三
項
ま
で
並
び
に
第
四
十
六
条
第
一
項

」
と
、
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
五
条
第

、
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
児
童
福
祉

二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
中

施
設
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
施
設

「
都
道
府
県
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「

（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く

指
定
都
市
で
あ
る
」
と
、
「
そ
の
他
の

。
）
」
と
、
同
法
第
五
十
一
条
第
三
号

者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
の
者
（
指

中
「
費
用
（
都
道
府
県
の
設
置
す
る
助

定
都
市
を
除
く
。
）
」
と
、
「
都
道
府

産
施
設
又
は
母
子
生
活
支
援
施
設
に
係

県
知
事
を
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市

る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

の
市
長
を
」
と
、
同
令
第
三
十
八
条
中

費
用
」
と
、
同
法
第
五
十
六
条
の
八
第

「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
児

三
項
中
「
市
町
村
長
を
経
由
し
、
都
道

童
福
祉
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
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府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市

も
の
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も

の
市
長
」
と
、
児
童
福
祉
法
施
行
令
第

の
と
す
る
。

五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第

七
項
中
「
都
道
府
県
で
あ
る
」
と
あ
る

の
は
「
指
定
都
市
で
あ
る
」
と
、
「
そ

の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
の

者
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
」
と
、
「

都
道
府
県
知
事
を
」
と
あ
る
の
は
「
指

定
都
市
の
市
長
を
」
と
、
同
令
第
三
十

八
条
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の

は
「
児
童
福
祉
施
設
（
都
道
府
県
が
設

置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

８

中
核
市
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
に

８

指
定
都
市
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る

８

中
核
市
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
に

８

指
定
都
市
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る

当
た
つ
て
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五

に
当
た
つ
て
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百

当
た
つ
て
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五

に
当
た
つ
て
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百

十
二
条
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

五
十
二
条
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ

十
二
条
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

五
十
二
条
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
四

り
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
五
第

り
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
四

り
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
五
第

第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定

一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援

第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定

一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援

に
よ
る
一
時
預
か
り
事
業
に
つ
い
て
の

事
業
等
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又

に
よ
る
一
時
預
か
り
事
業
に
つ
い
て
の

事
業
等
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又

都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規

は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
に
つ

都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規

は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
に
つ

定
、
同
法
第
三
十
四
条
の
十
八
の
二
第

い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関

定
、
同
法
第
三
十
四
条
の
十
七
第
一
項

い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関

一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
病
児

す
る
規
定
、
同
法
第
三
十
四
条
の
六
の

、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

す
る
規
定
、
同
法
第
三
十
四
条
の
六
の

保
育
事
業
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事

規
定
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
等

家
庭
的
保
育
事
業
に
つ
い
て
の
都
道
府

規
定
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
等
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の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
、
同
法
第
四

、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又
は
小
規

県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
、
同

、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又
は
小
規

十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項

模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
の
制
限
又
は

法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び

模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
の
制
限
又
は

の
規
定
に
よ
る
第
百
七
十
四
条
の
四
十

停
止
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
命

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
第
百
七
十
四
条

停
止
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
命

九
の
二
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る

令
に
関
す
る
規
定
、
同
法
第
三
十
四
条

の
四
十
九
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特

令
に
関
す
る
規
定
、
同
法
第
三
十
四
条

特
定
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道

の
十
四
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項

定
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
府

の
十
四
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項

府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
並

の
規
定
に
よ
る
一
時
預
か
り
事
業
に
つ

県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
並
び

の
規
定
に
よ
る
一
時
預
か
り
事
業
に
つ

び
に
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
三
十
八
条

い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関

に
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
三
十
八
条
の

い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関

の
規
定
に
よ
る
同
号
に
規
定
す
る
特
定

す
る
規
定
、
同
法
第
三
十
四
条
の
十
八

規
定
に
よ
る
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九

す
る
規
定
、
同
法
第
三
十
四
条
の
十
七

児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
府
県

の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
児
童
福

第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定

知
事
の
検
査
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
れ

る
病
児
保
育
事
業
に
つ
い
て
の
都
道
府

祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の

に
よ
る
家
庭
的
保
育
事
業
に
つ
い
て
の

を
適
用
し
な
い
。

県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
、
同

検
査
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用

都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規

法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び

し
な
い
。

定
、
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設

項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福

に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等

祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の

に
関
す
る
規
定
並
び
に
児
童
福
祉
法
施

質
問
等
に
関
す
る
規
定
並
び
に
児
童
福

行
令
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
児
童

祉
法
施
行
令
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ

福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事

る
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
府

の
検
査
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
れ
を
適

県
知
事
の
検
査
に
関
す
る
規
定
は
、
こ

用
し
な
い
。

れ
を
適
用
し
な
い
。


	（３）地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二第三項の規定による同令第百七十四条の二十六の読替
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